
競技規則の補足について 

 当初の大会要項に記載した競技規則について、変更や補足があり下記のように修正しましたので 

お知らせします。 

 

【競技規則】 

 全日本スキー技術選手権大会競技規則を準用します。 

＜用品用具の使用について＞ 

出場全選手の公平性を保つため用品用具の使用について下記の通りとします。 

（１） すべての競技種目において着用するウェアは市販品でルーズフィットなものとし、レーシング

スーツの着用は認めません。 

※下記の内容が認められた場合はスタート審判の判断によりスタートさせない場合があります。

また、違反滑走が認められた場合は失格となる場合がありますので注意して下さい。 

A）ウェアの上着を脱いでミドラー等で滑走する行為 

B）ウェアに加工が見られる行為 

C）ウェアの上着をウェアのパンツの中に入れる行為 

D）ウェアのパンツの裾を上に折る行為 

E）その他、スタート審判が公平性に欠けると判断した場合 

（２） 安全上プロテクターを使用する場合は、ウェアの内側に装着することを認めます。 

（３） すべての種目においてＧＳストックの使用を禁止します。 

（４） 競技中は頭部を保護するため、すべての競技種目において必ずヘルメットを着用して下さい。 

（５） 競技中やインスペクション等でコート内に入る場合は必ずビブを外側に着用し番号が見えるよ

うにして下さい。 

 


